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(57)【要約】
【課題】既存のＰＯＳレジ端末を用いながら、販売情報
と顧客の属性を関連付けた情報を有効に生成可能な技術
の実現。
【解決手段】客層分析サーバ18と、ネットワークカメラ
16と、販売情報分析サーバ20と、ＰＯＳレジ端末14を備
えた客層付販売情報生成システム10。ネットワークカメ
ラ16は、顧客の画像データを客層分析サーバ18に送信す
る。客層分析サーバ18は、この画像データから顧客の顔
面を定期的に検出し、その特徴に基づいて顧客の属性を
特定し、この属性に分析日時情報を付加した客層情報を
客層情報ＤＢ32に格納する。ＰＯＳレジ端末14は、商品
コード、売価、売上日時等の販売情報を販売情報分析サ
ーバ20に送信する。販売情報分析サーバ20は、販売情報
の売上日時と同一または直前の分析日時を備えた客層情
報を客層情報ＤＢ32から抽出し、これと販売情報を関連
付けた客層付販売情報を生成して客層付販売情報ＤＢ42
に格納する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　分析サーバと、この分析サーバと接続された販売情報入力端末と、上記分析サーバと接
続され、特定の販売情報入力端末に関連付けられたカメラとを備えたシステムであって、
　上記カメラは、顧客の映像を撮像し上記分析サーバにその画像データを送信する手段を
備え、
　上記販売情報入力端末は、少なくとも商品コード、売価、売上日時を含む販売情報を上
記分析サーバに送信する手段を備え、
　上記分析サーバは、定期的に上記カメラから送信された画像データから顧客の顔面を検
出する手段と、
　検出した顔面の特徴に基づいて、顧客の属性を特定する手段と、
　この属性に分析日時情報を付加した客層情報を、客層情報記憶手段に格納する手段と、
　上記販売情報入力端末から送信された各販売情報について、当該販売情報の売上日時と
同一または直前の分析日時を備えた客層情報を上記客層情報記憶手段から抽出する客層情
報抽出手段と、
　この客層情報と販売情報を関連付けた客層付販売情報を生成し、客層付販売情報記憶手
段に格納する客層付販売情報生成手段と、
　を備えたことを特徴とする客層付販売情報生成システム。
【請求項２】
　分析サーバと、販売情報入力端末と、上記分析サーバと接続され、特定の販売情報入力
端末に関連付けられたカメラとを備えたシステムであって、
　上記カメラは、顧客の映像を撮像し上記分析サーバにその画像データを送信する手段を
備え、
　上記販売情報入力端末は、少なくとも商品コード、売価、売上日時を含む販売情報を所
定のコンピュータシステムに送信する手段を備え、
　上記分析サーバは、定期的に上記カメラから送信された画像データから顧客の顔面を検
出する手段と、
　検出した顔面の特徴に基づいて、顧客の属性を特定する手段と、
　この属性に分析日時情報を付加した客層情報を、客層情報記憶手段に格納する手段と、
　上記コンピュータシステムから送信される各販売情報について、当該販売情報の売上日
時と同一または直前の分析日時を備えた客層情報を上記客層情報記憶手段から抽出する客
層情報抽出手段と、
　この客層情報と販売情報を関連付けた客層付販売情報を生成し、客層付販売情報記憶手
段に格納する客層付販売情報生成手段と、
　を備えたことを特徴とする客層付販売情報生成システム。
【請求項３】
　上記客層情報抽出手段は、上記客層情報記憶手段に同一の分析日時を備えた複数の客層
情報が格納されている場合に、各客層情報を購入グループ候補として認定する処理と、
　当該購入グループに属する客層情報と同一の属性を備えた他の客層情報について後続の
販売情報が関連付けられた場合に、当該客層情報を上記の購入グループから除外する処理
と、
　残りの購入グループに複数の客層情報が含まれている場合に、その中から所定のルール
に従って一の客層情報を抽出し、販売情報に関連付ける処理を実行することを特徴とする
請求項１または２に記載の客層付販売情報生成システム。
【請求項４】
　上記客層情報として、少なくとも顧客の年代が含まれており、
　上記客層情報抽出手段は、年代が最も高い顧客の客層情報を抽出し、販売情報に関連付
けることを特徴とする請求項３に記載の客層付販売情報生成システム。
【請求項５】
　上記客層情報として、少なくとも年代情報が含まれており、
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　上記客層付販売情報生成手段は、当該購入グループに含まれる全客層情報の年代を加算
し、これを客層情報の数で除することにより、グループ平均年代を算出した後、これを客
層情報の構成要素の一つとして販売情報に関連付けることを特徴とする請求項３または４
に記載の客層付販売情報生成システム。
【請求項６】
　上記客層情報として、少なくとも大人／子供の識別情報が含まれており、
　上記客層付販売情報生成手段は、当該購入グループに子供が含まれる場合に、子供連れ
を示す識別情報を客層情報の構成要素の一つとして販売情報に関連付けることを特徴とす
る請求項３～５の何れかに記載の客層付販売情報生成システム。
【請求項７】
　複数の販売情報入力端末及び複数のカメラが上記分析サーバに接続されており、
　上記客層情報には、画像データを撮像したカメラを一意に特定するカメラIDが関連付け
られており、
　上記販売情報には、当該販売情報を入力した端末を一意に特定する端末IDが関連付けら
れており、
　上記客層情報抽出手段は、各販売情報に対応した客層情報を抽出するに際に、カメラID
と端末IDとの対応関係が格納された記憶手段を参照し、当該販売情報を送信してきた入力
端末に関連付けられたカメラに係る客層情報の中から対応の客層情報を抽出することを特
徴とする請求項１～６の何れかに記載の客層付販売情報生成システム。
【請求項８】
　上記販売情報入力端末が、ＰＯＳレジ端末であることを特徴とする請求項１～７の何れ
かに記載の客層付販売情報生成システム。
【請求項９】
　上記販売情報入力端末が、自動券売機であることを特徴とする請求項１～７の何れかに
記載の客層付販売情報生成システム。
【請求項１０】
　上記販売情報入力端末が、自動販売機であることを特徴とする請求項１～７の何れかに
記載の客層付販売情報生成システム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、客層付販売情報生成システムに係り、特に、複数の店舗において発生した
種々の販売情報と、各店舗における顧客の画像データから抽出した属性情報（以下「客層
情報」）とをマッチングし、個々の販売情報に対して対応の客層情報を関連付けるシステ
ムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　商品の販売情報と、それを購入した顧客の属性情報を結び付けることは、マーケティン
グ戦略上極めて有効である。このため、コンビニエンスストア（以下「コンビニ」）等の
小売店舗においては、ＰＯＳレジ端末に専用の客層情報入力ボタンを設けておき、レジス
タッフがハンディスキャナ等を用いて販売情報を入力する際に、目視によって認識した客
層情報（性別、年代、大人／子供等）を入力することが行われている。
【０００３】
　ただ、このように人間の判断で客層情報を入力するやり方では、レジスタッフの主観に
よって判定結果にバラツキが生じやすいのは勿論、販売情報入力作業の合間に判断しなけ
ればならず、レジスタッフに大きな負担をかけていた。
【０００４】
　このため、特許文献１に示すように、カメラを通じて顧客の画像データを取得すると共
に、この画像データに基づいて顧客の属性情報（年齢、性別等）を自動抽出するシステム
が既に提案されている。



(4) JP 2010-55248 A 2010.3.11

10

20

30

40

50

　また、非特許文献１に示すように、カメラによって取り込まれた映像の中から同時に複
数の人物の顔を自動検出し、それぞれの顔映像に基づいて性別、年齢層を推定した後、数
値データとして推定結果を出力するシステムが市販されている。
【特許文献１】特開２００２－３２５５３号
【非特許文献１】FieldAnalystとはインターネットURL:http://www.necsoft.com/soft/fi
eldanalyst/feature1.html検索日：平成２０年８月１１日
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記の技術を利用することにより、確かに、レジスタッフの負担を軽減しつつ、顧客の
属性情報を安定したレベルで取得することが可能となる。
　しかしながら、従来の技術は、複数のカメラ、専用のＰＯＳ端末（レジ）、センサ、記
憶部（ＤＢ）、制御部を備えた顧客情報管理システムを各店舗内に設置し、店舗毎に顧客
の属性情報を分析する仕組みであり、専用の顧客情報管理システムを新たに導入するため
に膨大なコストがかかることから、実際のところ普及はしていない。
【０００６】
　また、販売情報と客層情報との相関を検証することは、自動券売機や自動販売機を介し
た無人の商品販売形態においても、品揃え戦略上有益であるにもかかわらず、これまでは
客層情報を有効に収集する手段が存在せず、全く対応がなされてこなかったという問題が
ある。
【０００７】
　この発明は、このような現状を打開するために案出されたものであり、既存の一般的な
ＰＯＳレジ端末や自動券売機、自動販売機を用いながらも、販売情報と顧客の属性情報を
関連付けた情報を有効に生成可能な技術の提供を目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の目的を達成するため、請求項１に記載した客層付販売情報生成システムは、分析
サーバと、この分析サーバと接続された販売情報入力端末と、上記分析サーバと接続され
、特定の販売情報入力端末に関連付けられたカメラとを備えたシステムであって、上記カ
メラは、顧客の映像を撮像し上記分析サーバにその画像データを送信する手段を備え、上
記販売情報入力端末は、少なくとも商品コード、売価、売上日時を含む販売情報を上記分
析サーバに送信する手段を備え、上記分析サーバは、定期的に（１分間隔、30秒間隔、10
秒間隔等、所定の時間間隔毎に）上記カメラから送信された画像データから顧客の顔面を
検出する手段と、検出した顔面の特徴に基づいて、顧客の属性を特定する手段と、この属
性に分析日時情報を付加した客層情報を、客層情報記憶手段に格納する手段と、上記販売
情報入力端末から送信された各販売情報について、当該販売情報の売上日時と同一または
直前の分析日時を備えた客層情報を上記客層情報記憶手段から抽出する客層情報抽出手段
と、この客層情報と販売情報を関連付けた客層付販売情報を生成し、客層付販売情報記憶
手段に格納する手段とを備えたことを特徴としている。
　上記分析サーバは、単一のサーバコンピュータに限定されるものではなく、複数のサー
バコンピュータをネットワーク接続させた構成とすることもできる（以下同様）。
　上記の「特定の販売情報入力端末に関連付けられたカメラ」という表現は、カメラと販
売情報入力端末とが１対１で対応している場合はもちろん、１台のカメラが複数の販売情
報入力端末と対応している場合（１対ｎ対応）をも含むものである（以下同様）。
【０００９】
　請求項２に記載した客層付販売情報生成システムは、分析サーバと、販売情報入力端末
と、上記分析サーバと接続され、特定の販売情報入力端末に関連付けられたカメラとを備
えたシステムであって、上記カメラは、顧客の映像を撮像し上記分析サーバにその画像デ
ータを送信する手段を備え、上記販売情報入力端末は、少なくとも商品コード、売価、売
上日時を含む販売情報を所定のコンピュータシステムに送信する手段を備え、上記分析サ
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ーバは、定期的に上記カメラから送信された画像データから顧客の顔面を検出する手段と
、検出した顔面の特徴に基づいて、顧客の属性を特定する手段と、この属性に分析日時情
報を付加した客層情報を、客層情報記憶手段に格納する手段と、上記コンピュータシステ
ムから定期または不定期に送信される各販売情報について、当該販売情報の売上日時と同
一または直前の分析日時を備えた客層情報を上記客層情報記憶手段から抽出する客層情報
抽出手段と、この客層情報と販売情報を関連付けた客層付販売情報を生成し、客層付販売
情報記憶手段に格納する客層付販売情報生成手段とを備えたことを特徴としている。
【００１０】
　請求項３に記載した客層付販売情報生成システムは、請求項１または２のシステムであ
って、さらに上記客層情報抽出手段が、上記客層情報記憶手段に同一の分析日時を備えた
複数の客層情報が格納されている場合に、各客層情報を同一の購入グループ候補として認
定する処理と、当該購入グループに属する客層情報と同一の属性を備えた他の客層情報に
ついて後続の販売情報が関連付けられた場合に、当該客層情報を上記の購入グループから
除外する処理と、残りの購入グループに複数の客層情報が含まれている場合に、その中か
ら所定のルールに従って一の客層情報を抽出し、販売情報に関連付ける処理を実行するこ
とを特徴としている。
【００１１】
　請求項４に記載した客層付販売情報生成システムは、請求項３のシステムであって、さ
らに上記客層情報として少なくとも顧客の年代が含まれており、上記客層情報抽出手段が
、年代が最も高い顧客の客層情報を抽出し、販売情報に関連付けることを特徴としている
。
【００１２】
　請求項５に記載した客層付販売情報生成システムは、請求項３または４のシステムであ
って、さらに、上記客層情報として少なくとも年代情報が含まれており、上記客層付販売
情報生成手段は、当該購入グループに含まれる全客層情報の年代を加算し、これを客層情
報の数で除することにより、グループ平均年代を算出した後、これを客層情報の構成要素
の一つとして販売情報に関連付けることを特徴としている。
【００１３】
　請求項６に記載した客層付販売情報生成システムは、請求項３～５のシステムであって
、さらに、上記客層情報として少なくとも大人／子供の識別情報が含まれており、上記客
層付販売情報生成手段は、当該購入グループに子供が含まれる場合に、子供連れを示す識
別情報を客層情報の構成要素の一つとして販売情報に関連付けることを特徴としている。
【００１４】
　請求項７に記載した客層付販売情報生成システムは、請求項１～６のシステムであって
、さらに、上記客層情報には画像データを撮像したカメラを一意に特定するカメラIDが関
連付けられており、上記販売情報には、当該販売情報を入力した端末を一意に特定する端
末IDが関連付けられており、上記客層情報抽出手段が、各販売情報に対応した客層情報を
抽出するに際に、カメラIDと端末IDとの対応関係が格納された記憶手段を参照し、当該販
売情報を送信してきた入力端末に関連付けられたカメラに係る客層情報の中から対応の客
層情報を抽出することを特徴としている。
【００１５】
　請求項８に記載した客層付販売情報生成システムは、請求項１～７のシステムであって
、上記販売情報入力端末がＰＯＳレジ端末であることを特徴としている。
【００１６】
　請求項９に記載した客層付販売情報生成システムは、請求項１～７のシステムであって
、上記販売情報入力端末が、食券等のチケットを販売する自動券売機であることを特徴と
している。
【００１７】
　請求項１０に記載した客層付販売情報生成システムは、請求項１～７のシステムであっ
て、上記販売情報入力端末が、商品を販売する自動販売機であることを特徴としている。
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【発明の効果】
【００１８】
　請求項１の客層付販売情報生成システムによれば、カメラから分析サーバに対して画像
データが送信されると共に、これとは別個にＰＯＳレジ端末等から分析サーバに対して販
売情報が送信され、分析サーバ側で顧客の属性抽出処理と、販売情報との関連付け処理が
実行されるため、ＰＯＳレジ端末等に特別のアプリケーションプログラムや分析手段を内
蔵させる必要がなく、通常のＰＯＳレジ端末等を用いて客層付販売情報を生成可能となる
。
【００１９】
　請求項２の客層付販売情報生成システムによれば、カメラから分析サーバに対して画像
データが送信されると共に、これとは別個にＰＯＳレジ端末等から外部のコンピュータシ
ステム（例えばコンビニのホストコンピュータ）に対して販売情報が一旦送信され、この
コンピュータシステム経由で分析サーバに販売情報が送信される。そして、分析サーバ側
で顧客の属性抽出処理と、販売情報との関連付け処理が実行される。このため、ＰＯＳレ
ジ端末内に特別のアプリケーションプログラムや分析手段を内蔵させる必要がなく、他の
コンピュータシステムの管理下に置かれている既存のＰＯＳレジ端末を用いて客層付販売
情報を生成可能となる。
【００２０】
　請求項３及び４の客層付販売情報生成システムによれば、画像データ中に複数の顧客の
顔面が含まれている場合であっても、一人の購入者を特定することが可能となる。
【００２１】
　請求項５及び６の客層付販売情報生成システムによれば、購入グループの特性を販売情
報に関連付けることが可能となり、客層付販売情報の利用価値をより高めることができる
。
【００２２】
　請求項７の客層付販売情報生成システムによれば、複数のカメラと複数の販売情報入力
端末が分析サーバに接続される複雑なシステムを構築した場合であっても、販売情報と客
層情報を適切に関連付けることが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　図１は、この発明に係る客層付販売情報生成システム10の全体構成を示すシステム概要
図であり、コンビニ等の複数の店舗12内に設置されたＰＯＳレジ端末14と、ネットワーク
カメラ16と、客層分析サーバ18と、販売情報分析サーバ20と、操作端末21を備えている。
　各ネットワークカメラ16は、インターネット等の通信ネットワーク22を介して、客層分
析サーバ18と接続されている。
　また、各ＰＯＳレジ端末14は、通信ネットワーク22を介して、販売情報分析サーバ20と
接続されている。
　操作端末21は、PC等のコンピュータよりなり、通信ネットワーク22を介して販売情報分
析サーバ20と接続されている。
【００２４】
　図２は、客層分析サーバ18及び販売情報分析サーバ20の機能構成を示すブロック図であ
る。
【００２５】
　客層分析サーバ18は、客層情報抽出部30と、客層情報ＤＢ32を備えている。
　客層情報抽出部30は、客層分析サーバ18のＣＰＵが、ＯＳ及び専用のアプリケーション
プログラムにしたがって必要な処理を実行することにより、実現される。
　また客層情報ＤＢ32は、客層分析サーバ18のハードディスク内に設けられている。
【００２６】
　販売情報分析サーバ20は、販売情報登録部36と、販売情報ＤＢ38と、マッチング処理部
40と、端末－カメラ対応ＤＢ41と、客層付販売情報ＤＢ42と、ＭＤ（Merchandising）分
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析部43とを備えている。
　販売情報登録部36、マッチング処理部40及びＭＤ分析部43は、販売情報分析サーバ20の
ＣＰＵが、ＯＳ及び専用のアプリケーションプログラムにしたがって必要な処理を実行す
ることにより、実現される。
　また販売情報ＤＢ38、端末－カメラ対応ＤＢ41及び客層付販売情報ＤＢ42は、販売情報
分析サーバ20のハードディスク内に設けられている。
　端末－カメラ対応ＤＢ41には、ＰＯＳレジ端末14毎に割り振られたユニークなIDである
「POS-No」と、ネットワークカメラ16毎に割り振られたユニークなIDである「カメラNo」
と、これらの設置場所を表す「設置店舗」との対応関係が登録されている。
【００２７】
　上記ネットワークカメラ16は、CCD等の撮像素子を介して画像データを取り込み、通信
ネットワーク22を介して客層分析サーバ18に常時送信する機能を備えている。
【００２８】
　上記ＰＯＳレジ端末14は、ハンディスキャナやキースイッチによって入力された販売情
報（商品名、商品コード、売価等）を、通信ネットワーク22を介して販売情報分析サーバ
20に送信する機能を備えている。
【００２９】
　以下、図３のフローチャートに従い、客層分析サーバ18における処理手順を説明する。
　まず、各ネットワークカメラ16からは、店舗12のＰＯＳレジ端末14近傍において精算を
行っているユーザの映像が、ストリーミング形式の画像データとして送信されて来ており
、客層分析サーバ18はこの画像データを常時受信している（Ｓ10）。
　ただし、客層分析サーバ18において、この画像データが記憶装置に格納されることはな
い。
　ネットワークカメラ16は、ＰＯＳレジ端末14の数に合わせて、同一店舗内に複数設置さ
れている。
【００３０】
　客層分析サーバ18の客層情報抽出部30は、設定時間（例えば１分間）が到来する度に、
各ネットワークカメラ16から送信された現時点の画像データ中から人物の顔面を検出する
（Ｓ12、Ｓ14）。
　図４は、この顔面検出のイメージを示すものであり、画像データの１フレーム44中に３
名の顔面が含まれていた場合には、ほぼ同時に各人の顔面45を認識することができる。
【００３１】
　つぎに客層情報抽出部30は、各顔面45について画像処理を施して複数の特徴点を抽出し
、これらを所定のアルゴリズムに投入することにより、性別、年代、大人／子どもの別か
らなる属性を客層情報として抽出する（Ｓ16）。
　この客層情報は、客層情報抽出部30によって客層情報ＤＢ32に格納される（Ｓ18）。
【００３２】
　図５は、この客層情報の一例を示すものであり、分析No、カメラNo、分析日時、性別、
年代、大人／子供のデータ項目を備えている。
【００３３】
　分析No.１０１～１０３は、カメラNo.１０から送信された画像データに基づき、08/08/
05 10:00:00に検出した人物の属性データであることを示している。
　また、分析No.１０４～１０６は、カメラNo.２０から送信された画像データに基づき、
08/08/05 10:00:00に検出した人物の属性データであることを示している。
　分析No.１０７は、カメラNo.１０から送信された画像データに基づき、08/08/05 10:01
:00に検出した人物の属性データであることを示している。
　分析No.１０８及び１０９は、カメラNo.１０から送信された画像データに基づき、08/0
8/05 10:05:00に検出した人物の属性データであることを示している。
　分析No.１０８及び１０９は、カメラNo.１０から送信された画像データに基づき、08/0
8/05 10:05:00に検出した人物の属性データであることを示している。



(8) JP 2010-55248 A 2010.3.11

10

20

30

40

50

　分析No.１１０は、カメラNo.２０から送信された画像データに基づき、08/08/05 10:06
:00に検出した人物の属性データであることを示している。
【００３４】
　つぎに、図６のフローチャートに従い、販売情報分析サーバ20における処理手順を説明
する。
　まず、販売情報分析サーバ20が通信ネットワーク22経由で何れかのＰＯＳレジ端末14か
ら販売情報を受信すると（Ｓ20）、販売情報登録部36がこれを販売情報ＤＢ38に登録する
（Ｓ22）。
【００３５】
　図７は、この販売情報の一例を示すものであり、POS-No、レシートNo、売上日時、商品
名、商品コード（JANコード）、売価のデータ項目を備えている。
　これらの中、「売上日時」はＰＯＳレジ端末において「現計」キーが押下された時刻を
意味している。
【００３６】
　例えば、POS-No：「１０」及びレシートNo：「A0010」が記録された４件のレコード(1)
～(4)は、同一の売上日時「08/08/05/ 10:00:25」を備えており、同一顧客による販売情
報であることを示している。
　同様に、POS-No：「２０」及びレシートNo：「B0035」が記録された２件のレコード(5)
(6)は、同一の売上日時「08/08/05/ 10:00:42」を備えており、同一顧客による販売情報
であることを示している。また、POS-Noが上記と異なるため、他のＰＯＳレジ端末におい
て入力された販売情報であることを示している。
【００３７】
　マッチング処理部40は、一定時間（例えば１時間）毎に販売情報ＤＢ38内の販売情報に
対応する客層情報を客層情報ＤＢ32から取得する（Ｓ24、Ｓ26）。
　以下、図８のフローチャートに従い、販売情報に対応した客層情報の抽出処理について
詳述する。
【００３８】
　まずマッチング処理部40は、端末－カメラ対応ＤＢ41を参照し、当該販売情報のPOS-No
に対応したカメラNoを特定し、当該カメラNoの客層情報を抽出する（Ｓ26-1）。
【００３９】
　つぎにマッチング処理部40は、当該販売情報の売上日時と同一または直前の分析日時を
備えた客層情報を、対応の購入グループ候補として抽出する（Ｓ26-2）。
【００４０】
　つぎにマッチング処理部40は、同一ＰＯＳレジ端末における次の販売情報に対応付けら
れる客層情報は、「他人」と認定し、上記の購入グループ候補から除外する（Ｓ26-3）。
【００４１】
　つぎにマッチング処理部40は、購入グループに複数の客層情報が含まれている場合に、
最も年代が上の人物を購入者と認定し、その客層情報を販売情報に対応する客層情報とし
て抽出する（Ｓ26-4）。
　なお、最も年代が上の人物が複数存在する場合、マッチング処理部40は一定のルール（
例えば、女性優先、分析Noの若い方を優先等）に従い、一の客層情報を対応客層情報とし
て抽出する。
【００４２】
　ここで、購入グループの概念について説明する。
　まず、客層情報ＤＢに32に格納されている客層情報は、上記のように、客層情報抽出部
30によってある分析時点における画像データに含まれていた顔面の特徴を抽出したもので
あるため（図４参照）、複数の客層情報に同一の分析日時が付与される可能性がある。
【００４３】
　そして、画像データの１フレームに複数の画面が映り込んでいるということは、一般に
は家族、恋人、友人等のグループである可能性が高いため、購入グループであると推定さ
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れる。
【００４４】
　しかしながら、同じ属性を備えた客層情報について、後の売上日時を備えた販売情報が
関連付けられた段階で、当該人物については購入グループではなく、レジ待ちの他人が偶
然映り込んだものと認定し、購入グループから除外することとしている。
【００４５】
　以下、上記した図５及び図７に則して、販売情報に対応した客層情報抽出の具体例を示
す。
　まずマッチング処理部40は、POS-No：「１０」及びレシートNo：「A0010」が記録され
た４件のレコード(1)～(4)については、POS-No：１０であることから、カメラNo：１０の
客層情報に絞り込み（図８のＳ26-1）、カメラNo：２０の客層情報を対象外と認定する。
　つぎにマッチング処理部40は、上記レコード(1)～(4)の売上日時が「08/08/05/ 10:00:
00」であるため、これと同一の分析日時を備えた分析No：１０１～１０３の客層情報を、
購入グループ候補として抽出する（図８のＳ26-2）。
　ただし、分析No：１０３の客層情報は、分析No：１０７の客層情報と同じカメラNo：１
０であり、性別、年代、大人／子供が一致するため、同一人物に係る客層情報の可能性が
高い。そして、分析No：１０７の客層情報（分析日時：08/08/05/ 10:01:00）には、レシ
ートNo：A0011に係る４件のレコード(7)～(10)（売上日時：08/08/05/ 10:01:15）が対応
付けられるため、上記分析No：１０３の客層情報は(1)～(4)の販売情報の購入グループか
ら除外される（図８のＳ26-3）。
　つぎにマッチング処理部40は、残された分析No：１０１と１０２の客層情報の中、分析
No：１０１の方が年代的に上であるため、分析No：１０１の客層情報を対応の客層情報と
認定する（図８のＳ26-4）。購入グループ中に１名分の客層情報しかない場合には、当然
ながらその客層情報が対応の客層情報と認定される。
【００４６】
　つぎにマッチング処理部40は、レシートNo：A0010に係る４件の販売情報について分析N
o：１０１の客層情報を付加した客層付販売情報を生成し（図６のＳ28）、客層付販売情
報ＤＢ42に格納する（図６のＳ30）。
【００４７】
　図９は、この客層付販売情報の一例を示すものであり、POS-No、レシートNo、売上日時
、商品名、商品コード（JANコード）、売価の他に、カメラNo、分析日時、性別、年代、
大人／子供のデータ項目を備えている。
【００４８】
　上記客層付販売情報ＤＢ42に格納されたデータは、操作端末21からのリクエストを受け
たＭＤ分析部43を通じて、検索・加工・分析処理に供される。例えば、商品別の購入客層
分析、地域別の購入客層分析、時間帯別の購入客層分析、購入客層毎の平均売上集計等が
実行され、その分析結果が操作端末21のディスプレイに表示される。条件を変えてこれら
の分析を繰り返すことにより、仮説実施検証分析（ＰＤＣＡサイクル）による経営戦略、
商品販売戦略の立案に必要な情報を提供可能となる。
【００４９】
　なお、上記の図９においては、客層付販売情報として購入グループに関する情報が含ま
れていない例を示したが、図１０に示すように、各客層付販売情報にグループ１～ｎのデ
ータ項目（図においては「グループ１」のみが明記されている）を追加し、購入グループ
に関する情報を客層付販売情報ＤＢに格納することもできる。
　この結果、操作端末21を通じて、購入グループの構成別の売上分析、購入商品分析等が
可能となる。
【００５０】
　また、マッチング処理部40は、同一購入グループに属する複数の客層情報中の特定属性
に対して所定の演算処理を施し、その算出結果を客層情報の一つとして販売情報に関連付
けることもできる。



(10) JP 2010-55248 A 2010.3.11

10

20

30

40

50

　例えば、同一の購入グループに含まれる全客層情報の年代を加算し、これを客層情報の
数で除することにより、「グループ平均年代」を算出した後、これを客層情報の構成要素
の一つとして販売情報に関連付けることが該当する。
　あるいは、同一の購入グループに子供が含まれている場合に、「子供連れ」を示す識別
情報を客層情報の構成要素の一つとして販売情報に関連付けることが該当する。
【００５１】
　上記においては、販売情報をＰＯＳレジ端末14から入力する例を示したが、図１１に示
すように、自動券売機（例えば食券販売機）50から入力することもできる。この場合、自
動券売機50には、自動券売機としての一般的な機能の他に、通信ネットワーク22介して販
売情報（券売機No、取引No、売上日時、商品名、商品コード、売価等）を販売情報分析サ
ーバ20に送信する機能を備えている。
　また、自動券売機50の近傍には、チケット購入者の顔面を撮影し、通信ネットワーク22
経由で客層分析サーバ18に送信するネットワークカメラ16が設置されている。このネット
ワークカメラ16は、自動券売機50に内蔵させることもできる。
　この場合、端末－カメラ対応ＤＢ41には、券売機NoとネットワークカメラNo、及び設置
場所との対応関係が格納される。
【００５２】
　ＰＯＳレジ端末14から販売情報を入力する場合、上記のように、同一人が複数の商品を
購入した際には同一のレシートNoによって各商品が括られ、また各商品について同日の売
上日時が付与される。
　これと同じように、自動券売機50から販売情報を入力する場合には、所定の販売有効金
額以上の現金を自動券売機50に投入し、商品選択ボタンのランプが点灯した時点で取引No
が生成され、同一人が複数の商品を選択する際には同一の取引No及び売上日時（＝現金投
入日時）が各販売情報に付与される。
　そして、各商品の売上日時と同一または直前の分析日時を備えた客層情報を対応付ける
ことによって、各販売情報に対応した客層情報の特定が実現される。
【００５３】
　例えば、図１２に示すように、共に発券機No.125、取引No：X0015、売上日時08/08/05 
17:05:10を備えた販売情報(a)と(b)は、直前の分析日時である08/08/05 17:05:00を備え
たカメラNo.125に係る分析No.2356の客層情報と対応付けられ、客層付販売情報が生成さ
れる。
【００５４】
　同様に、発券機No.125、取引No：X0016、売上日時08/08/05 17:06:18を備えた販売情報
(c)と(d)は、直前の分析日時である08/08/05 17:06:00を備えたカメラNo.125に係る分析N
o.2357の客層情報と対応付けられ、客層付販売情報が生成される。
【００５５】
　さらに、発券機No.125、取引No：X0017、売上日時08/08/05 17:08:09を備えた販売情報
(e)は、直前の分析日時である08/08/05 17:08:00を備えたカメラNo.125に係る分析No.235
8の客層情報と対応付けられ、客層付販売情報が生成される。
【００５６】
　このシステム10においては、販売情報入力端末として、食券等のチケットを販売する自
動券売機50の代わりに、飲料や菓子等の現物商品を販売する自動販売機を用いることも当
然に可能である。
【００５７】
　この発明に係る客層付販売情報生成システム10によれば、これまで客層情報を関連付け
ることがまったくなされてこなかった自動券売機や自動販売機を通じた商品販売に関して
も、個々の販売情報に客層情報を関連付けることが可能となり、マーケティング戦略を展
開する道を開くことができる。
【００５８】
　上記においては、ＰＯＳレジ端末14や自動券売機50が通信ネットワーク22を介して販売
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情報分析サーバ20と接続され、販売情報がリアルタイムで販売情報分析サーバ20に送信さ
れる例を説明したが、この発明はこれに限定されるものではない。
　例えば、各ＰＯＳレジ端末14から入力された販売情報は、一旦コンビニ本部のホストコ
ンピュータに送信された後、このホストコンピュータから販売情報が定期的に販売情報分
析サーバ20に送信されるように構成することもできる。
【００５９】
　この場合であっても、各販売情報の「売上日時」と、各ＰＯＳレジ端末14に対応付けら
れたネットワークカメラ16からリアルタイムに送信された画像データに対する「分析日時
」とを比較することにより、客層情報と販売情報を有効に関連付けることが可能である。
【００６０】
　上記においては、ネットワークカメラ16と販売情報入力端末（ＰＯＳレジ端末14や自動
券売機50）とが１対１で対応している例を示したが、この発明はこの実施形態に限定され
るものではなく、１台のネットワークカメラ16が複数の販売情報入力端末と対応している
場合もあり得る。
【００６１】
　例えば、複数のＰＯＳレジ端末14が並んだカウンタ近傍に１台のネットワークカメラ16
を設置し、このネットワークカメラ16によって各POSレジ端末14で精算中の顧客の映像を
同時に撮影し、客層分析サーバ18に送信する場合が該当する。
【００６２】
　この場合、各POSレジ端末14の近傍には、固有のPOS-Noが印字されたナンバープレート
が設置される。そして、客層分析サーバ18の客層情報抽出部30は、画像データ中の各ナン
バープレートの映像からPOS-Noを認識した後、各顧客の属性を直近のナンバープレートに
表示されたPOS-Noに関連付けて客層情報ＤＢ32に格納する。
【図面の簡単な説明】
【００６３】
【図１】この発明に係る客層付販売情報生成システムの全体構成を示すシステム概要図で
ある。
【図２】客層分析サーバ及び販売情報分析サーバの機能構成を示すブロック図である。
【図３】客層分析サーバにおける処理手順を示すフローチャートである。
【図４】顧客の顔面検出のイメージを示す図である。
【図５】客層情報の一例を示す図である。
【図６】販売情報分析サーバにおける処理手順を示すフローチャートである。
【図７】販売情報の一例を示す図である。
【図８】販売情報に対応した客層情報の抽出処理を示すフローチャートである。
【図９】客層付販売情報の一例を示す図である。
【図１０】客層付販売情報に購入グループに係るデータ項目を追加した例を示す図である
。
【図１１】販売情報入力端末として自動券売機を用いた例を示すシステム概要図である。
【図１２】自動券売機から入力された販売情報と客層情報との対応付けの要領を示す説明
図である。
【符号の説明】
【００６４】
10　　客層付販売情報生成システム
12　　店舗
14　　ＰＯＳレジ端末
16　　ネットワークカメラ
18　　客層分析サーバ
20　　販売情報分析サーバ
21　　操作端末
22　　通信ネットワーク
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30　　客層情報抽出部
32　　客層情報ＤＢ
36　　販売情報登録部
38　　販売情報ＤＢ
40　　マッチング処理部
41　　端末－カメラ対応ＤＢ
42　　客層付販売情報ＤＢ
43　　ＭＤ分析部
50　　自動券売機

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】 【図７】
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